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第１８回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 三田隆俊は、平成３０年１１月２６日、午前９時３０分、農業

委員を足利市役所に召集し、第１８回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 三田照子   ３ 三田隆俊 

  ４    ５ 森山進平   ６ 遠藤茂太 

  ７ 河内義昭   ８ 星野雅彦  ９ 長谷川良光 

１０ 亀田幸雄 １１ 仙田光男 １２ 桐生さとみ 

１３ 清水 茂 １４ 赤坂安一 １５ 本島一喜 

 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

   局長 森山好昭、次長 川田和之、主幹 足立 純、主事 大賀 俊 

１ 書記は、次のとおりである。 

 主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

   (議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

報告いたします。ただいまの出席委員は１４名であります。 

欠席委員は、４番 藤生委員であります。 

なお、５番 森山委員につきましては、都合により途中退席となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長 

専決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第４号について 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地所有適格法人の承認申請について 

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１４名で定足数に達して

おりますので、これより第１８回足利市農業委員会を開会いたします。 
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議長 

次長 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

主幹 

【午前９時３２分 開会】 

報告事項について、次長より報告いたさせます。 

【事業概要報告】 

次長から報告がありましたが、これについてご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

６番 遠藤茂太委員、１３番 清水 茂委員を指名いたします。 

ご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。 

１ページの総括表に基づきましてご報告いたします。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が２件、筆数が４筆、面積が

６２６㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が１９件、筆数が３０筆、面

積が１３，５８１．２１㎡となっております。 

合計いたしまして件数が２１件、筆数が３４筆、面積が１４，２０７．２１

㎡となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページに、第５条の届出が３

ページから７ページに記載されております。 

なお、３ページの３番、渡人の名が「泰夫」となっていますが「久雄」の誤

りですので訂正をお願いします。大変失礼いたしました。 

届出については以上でございます。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

都合により、先に議案第３号 農地所有適格法人の承認申請についてを議

題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

議案書の１３ページをお開き下さい。 
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議長 

 

５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３号農地所有適格法人の承認申請について、ご説明いたします。 

１４ページをご覧ください。 

１番の申請人の法人登記簿となっています。申請人は市内に本店を有する

農業の経営を主な目的とする資本金３００万円の株式会社で、今回農地所有

適格法人の承認申請が提出されましたので、１１月１５日に開催された運営

委員会において申請人からの実情調査を行い、必要な条件を満たしており、適

格であるとの判断をいただいております。 

議案書の１００ページをお開きください。 

運営委員会の資料を載せてあります。１００ページ右側に営農計画書、１０

１ページから１０４ページに定款、１０５ページに利用権設定申出書を載せ

てありますのでご覧ください。 

続きまして１５ページをご覧ください。 

２番の申請人の法人登記簿になっています。申請人は市内に本店を有する

農業の経営を主な目的とする資本金５０万円の株式会社で、今回農地所有適

格法人の承認申請が提出されましたので、１番同様に運営委員会において申

請人からの実情調査を行い、必要な条件を満たしており、適格であるとの判断

をいただいております。 

議案書の１０６ページをお開きください。 

運営委員会の資料を載せてあります。１０６ページ右側から１０７ページ

に営農計画書、１０８ページから１１２ページに定款、１１３ページから１１

５ページに利用権設定申出書を載せてありますのでご覧いただきたいと思い

ます。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件は、運営委員会で調査しておりますので報告を求めます。 

５番 森山委員。 

５番 運営委員長の森山です。 

農地所有適格法人の承認について、運営委員会の実情調査結果を報告いた

します。 

今回は、申請人からの農地所有適格法人の承認の申出に伴い、別添の申請資

料にもとづきまして、申請人出席のもと実情調査を行いました。 

調査年月日は、平成３０年１１月１５日、木曜日、午後１時４０分から、運

営委員４名で調査を行いました。 

申請内容、申請理由については、事務局から説明がありましたので省略いた

します。 

今回、申請人からの実情調査で、申請人は市内で父の代から福祉関係の法人

を経営しているが、家業はもともと農業であり、妻と二人だけで農業経営をす

ることには限界があるため、個人と切り離して、農福連携も視野に新たな法人

を立ち上げ、自己所有農地にハウスを建て野菜を生産し、法人の取引先や関連

会社に販売をしたいとのことでした。法人の重要な使用人としては新潟県内
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議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

の別の法人で野菜生産に関わってきた人材を招聘し、農作業従事をお願いし

たいという話を聞くことができました。営農に向けた強い意欲を確認いたし

ました。 

結果として、運営委員会といたしまして、同法人が必要な要件を満たしてお

り、農地所有適格法人として承認し、利用権設定も併せて承認したいと考えて

います。 

以上で、報告を終わります。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を承認することにすることにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 １番はそのように承認いたしました。 

続いて、２番について報告を求めます。 

５番 森山委員。 

５番 運営委員長の森山です。 

農地所有適格法人の承認について、運営委員会の実情調査結果を報告いた

します。 

今回は、申請人からの農地所有適格法人の承認の申出に伴い、別添の申請資

料にもとづきまして、申請人出席のもと実情調査を行いました。 

調査年月日は、平成３０年１１月１５日、木曜日、午後２時２０分から、運

営委員４名で調査を行いました。 

申請内容、申請理由については、事務局から説明がありましたので省略いた

します。 

今回、申請人からの実情調査で、申請人は市内で平成７年からトマト及び米

麦栽培を行っており既に十分な営農の実績を積んでいるが、以前から経営の

安定化を図るため法人化したいという希望があり、今回思い切って法人化に

踏み切ったという話を聞くことができました。営農に向けた強い意欲を確認

いたしました。 

結果として、運営委員会といたしまして、同法人が必要な要件を満たしてお

り、農地所有適格法人として承認し、利用権設定も併せて承認したいと考えて

います。 

以上で、報告を終わります。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を承認することにすることにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 ２番はそのように承認いたしました。 

続いて、議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

を議題といたします。 
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議長 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の説明を求めます。 

議案書の８ページをお開き下さい。 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

１番、申請地は小曽根町地内の畑、面積１，１２７㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２８０枚を６００㎡に

設置する予定です。 

申請理由は、規模縮小による農地の有効利用と売電のため太陽光発電設備

を設置したいで、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、

足利市再生エネルギー条例協議済、農地法４－２－２、他に代替する土地の有

無 無でございます。 

続きまして、議案書の３９ページをご覧下さい。１番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また実情調査報告書が４０ページから４４ページに載せてございますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１５番 本島委員。 

１５番 本島です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３９ページをご覧ください。 

調査年月日は平成３０年１１月１５日、木曜日、午前８時３０分から、調査

班は星野委員を班長といたしまして、三田会長、三田照子委員、赤坂委員、そ

して私の５名で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、４条許可申請の実情につきまして、申請代理人の出席のも

と、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が所有する農地に太陽光発電設備を設置したいというもの

です。 

転用面積については発電出力８２．６キロワット、発電パネル２８０枚が設

置できる、１，１２７㎡の面積が必要とのことでした。 

土地の選定理由については、自作地の中で営農を続ける筆を除き、自作地を

はじめ周辺で数か所の候補地を検討したが適地がなく、今回の申請地が適し

ているとのことでした。 

申請地東側は畑および認定外道路、西側は宅地および畑、南側は畑、北側は

宅地となっております。 

発電パネルの設置は、盛土をせず整地のみで行い、雨水は自然浸透とすると

のことで、周辺農地への影響はないものと思われます。 
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また、市道から申請地までの認定外道路の幅が狭く、小型車の通行は支障が

ないとのことですが、資材等の運搬については、申請地近くに施工会社の事務

所があるため、積み替えるなどの対応をするとのことです。 

また、安全対策としてフェンスを自主後退で設置する計画ですが、境界から

自主後退した部分についても、草刈をするなど、適正に管理するようお願いし

ました。 

転用にかかる費用については、すべて自己資金で賄うことを確認しており

ます。 

結論として、申請地は小曽根町南西部の第２種農地であり、申請人の実情か

ら転用の必要性と確実性が認められ、また別紙調査書の許可基準を満たして

いることから、調査班としては許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の９ページをお開き下さい。 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

１番、申請地は稲岡町地内の田、現況 畑、面積１，３０４㎡です。 

施設の概要は、資材置場です。 

申請理由は、現在佐野市で建設業を営んでいるが、仕事量の増加に伴い既存

の資材置場が手狭となったため、申請地を借り受け資材置場として利用した

いで、契約内容は２０年間の賃借権の設定、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無

です。 

続きまして、議案書の４５ページをご覧下さい。１番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、実情調査報告書が４６ページから５４ページに載せてありますので

ご覧ください。 

議案書の９ページにお戻りください。 

続きまして２番、申請地は松田町地内の田、面積１，７３８㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル４４０枚を７３４．８０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設
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置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の５５ページをご覧ください。２番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、実情調査報告書が５６ページから６２ページに載せてありますので

ご覧をいただきたいと思います。 

議案書の９ページにお戻りください。 

続きまして３番、申請地は松田町地内の田、面積１，４７１㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル４００枚を６６８㎡に

設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の６３ページをご覧ください。３番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、実情調査報告書が６４ページから７０ページに載せてありますので

ご覧をいただきたいと思います。 

それでは議案書の９ページにお戻りください。 

４番、申請地は島町地内の田、面積５０７㎡です。 

施設の概要は、一般住宅１棟で延べ床面積１１３．０３㎡を建築するもので

す。 

申請理由は、現在市内の借家に住んでいるが手狭なため、申請地を譲り受け

住宅を建築したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、

備考としまして、都市計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する住宅、農

地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

続きまして、議案書の７１ページをご覧下さい。４番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置

図と公図が載せてあります。 

議案書の１０ページをお開きください。 

続きまして５番、申請地は西場町地内の田、面積１，２１４㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル４００枚を６６８㎡に

設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の７３ページをご覧ください。５番の調査書となってお
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ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。７４ページに

位置図と公図、７５ページに土地利用計画図が参考までに載せてあります。 

議案書の１０ページにお戻りください。 

続きまして６番、申請地は寺岡町地内の畑、面積３２１㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で延べ床面積１３１．０３㎡を建築するもので

す。 

申請理由は、現在市内の借家に住んでいるが手狭なため、申請地を借り受け

住宅を建築したいで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第２種農地、

備考としまして、都市計画法３４－１４、線引前親族の為の住宅、農地法施行

令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

ちなみに譲渡人と譲受人は親子です。 

続きまして、議案書の７６ページをご覧下さい。６番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置

図と公図が載せてあります。 

それでは議案書の１０ページにお戻りください。 

続きまして７番、申請地は奥戸町地内の畑、面積６３９㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備で太陽光パネル１９６枚を３１６．１６㎡に

建築するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２－２、

他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の７８ページをご覧下さい。７番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。７９ページに位

置図と公図、８０ページに土地利用計画図が参考までに載せてあります。 

議案書の１０ページにお戻りください。 

続きまして８番、申請地は奥戸町地内の畑、面積３８１㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル１７０枚を２７７．１０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の８１ページをご覧下さい。８番の調査書となっており

ます。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。８２ページに位置

図と公図、８３ページに土地利用計画図が参考までに載せてあります。 

議案書の１１ページをお開きください。 

続きまして９番、申請地は松田町地内の畑、面積８５㎡ほか２筆、計６９９
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㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で太陽光パネル１７８枚を２９７．２６

㎡に設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

なお、隣接する宅地計８９１．５㎡と一体利用します。 

続きまして、議案書の８４ページをご覧下さい。９番の調査書となっており

ます。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。８５ページに位置

図と公図、８６ページに土地利用計画図が参考までに載せてあります。 

議案書の１１ページにお戻りください。 

続きまして１０番、申請地は松田町地内の畑、面積４１９㎡ほか１筆、計 

４９５㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル１４０枚を２２９．１５

㎡に設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の８７ページをお開きください。１０番の調査書となっ

ております。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。８８ペー

ジに位置図と公図、８９ページに土地利用計画図が参考までに載せてありま

す。 

なお、土地利用計画図をご覧いただきますと、道を挟んで南側に駐車場を設

けるということでございますので、転用の目的といたしまして、太陽光発電設

備用地及び駐車場とさせていただきましたので、ご了解をいただきたいと思

います。 

それでは議案書の１１ページにお戻りください。 

続きまして１１番、申請地は板倉町地内の田、面積６４７㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２００枚を３３０㎡に

設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の９０ページをご覧下さい。１１番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。９１ページに
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位置図と公図、９２ページに土地利用計画図が参考までに載せてございます。 

議案書の１１ページにお戻りください。 

続きまして１２番、申請地は板倉町地内の田、面積１，１８３㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル３００枚を４９１㎡に

設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の９３ページをご覧下さい。１２番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。９４ページに

位置図と公図、９５ページに土地利用計画図が参考までに載せてございます。 

それでは１２ページをお開きください。 

続きまして１３番、申請地は上渋垂町地内の田、面積３００㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で延べ床面積１０５．１０㎡を建築するもので

す。 

申請理由は、現在市内の借家に住んでいるが手狭なため、申請地を譲り受け

住宅を建築したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第１種農地、

備考としまして、都市計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する住宅、農

地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

続きまして、議案書の９６ページをご覧下さい。１３番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位

置図と公図が載せてあります。 

議案書の１２ページにお戻りください。 

続きまして１４番、申請地は羽刈町地内の畑、現況 田、面積２９８㎡ほか

１筆、計６９３㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２６０枚を４３２．０１

㎡に設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の９８ページをご覧下さい。１４番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。９９ページに

位置図と公図、本日お配りした９９－２ページに土地利用計画図が参考まで

に載せてございます。 

以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 
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１４番 赤坂委員。 

１４番 赤坂です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の４５ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書にもとづ

きまして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、４条許可申請の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請者が資材置場として、利用したいというものです。 

転用面積については、現在利用している所有地および借地の３ヶ所の資材

置場が仕事量の増加に伴い手狭となり、新たに１，３０４㎡の面積が必要であ

るとのことでした。 

土地の選定理由としましては、佐野市小中町の事務所所在地から近く、砕石

や残土を搬入搬出しやすい面積がある等の条件の土地を探しましたが、条件

を満たしている適地が申請地とのことでした。 

申請地東側は公図上では田ですが、９月２６日付で太陽光発電設備用地と

して転用済となっています。また、西側と南側は用悪水路、北側は公道になり

ます。 

申請地は盛土を行わず整地をして、北側の公道より出入りをし砕石や公共

残土を置きます。出入り口となる箇所の既存側溝はダンプの往来に支障の無

い耐荷重の物である事も担当課に確認済です。雨水対策は敷地内自然浸透と

の事で、周辺農地等への影響はないものと思われます。 

事業費は、すべて自己資金で賄われることを確認いたしました。 

また、安全対策につきましては、近隣に住宅を有し通学路になっていること

から、運行時の交通安全対策の徹底と申請地の周囲にロープを張り、立ち入り

を禁ずる看板を設置し危険を促すことや、騒音や振動、ほこり、排気ガスの臭

いなどを含め、特に早朝や深夜の運行の際には周囲に配慮と交通安全対策の

徹底を指導いたしました。 

なお、本申請地の西側と南側には用悪水路があることから、ゲリラ豪雨など

で砕石や残土が流失しないよう境界から間隔をおくことと、車両や重機から

のオイル漏れなどの不測の事態を想定しオイルマットの常備を併せて指導い

たしました。 

結論として、申請地は、稲岡町西部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ

とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 
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ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番及び３番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

８番 星野委員。 

８番 星野です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の５５ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、４条許可申請の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が隣接するそれぞれの農地を太陽光発電設備用地として利

用したいと言うものです。 

転用面積については、２番の案件は発電出力１２５．４０キロワットの発電

設備を設置しようと計画し、申請地に発電パネル枚数４４０枚が設置できる、

１，７３８㎡の面積が必要とのことで、３番の案件は発電出力１１４．００キ

ロワットの発電設備を設置しようと計画し、申請地に発電パネル枚数４００

枚が設置できる、１，４７１㎡の面積が必要とのことでした。 

土地の選定理由としましては、自社を有する足利市内において規模拡大を

図るため近くに高い建物が少なく、日照を十分に得ることができ、既設の電柱

が近くに有する等の条件の土地を数ヶ所検討し、面積的にも条件を満たして

いる適地が申請地とのことでした。 

２番案件の申請地は四方を認定外道路で囲まれています。また、３番案件の

申請地は東側、西側、南側は認定外道路、北側は認定外道路と水路となってい

ます。 

なお、今回の申請地の南側は同社が太陽光発電設備用地として今年７月 

２６日付で転用済地となっています。 

発電パネルの設置は、造成を行わず整地のみで行い、架台の高さは約１．６

ｍを計画しメンテナンス時の車両は申請地敷地内に駐車する事とし、周囲は

安全対策としてフェンスを設置しますが、農耕機等の往来に支障とならない

よう境界から０．５ｍ内側に自主的に後退する計画です。 

雨水対策は敷地内自然浸透とし、発電パネル設置後の除草対策については、
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年２～３回の除草作業を行うとの事で周辺農地等への影響はないものと思わ

れます。 

なお、申請地の周囲には畦畔等がありますが、この部分についても除草のご

協力をお願いいたしました。 

転用に係る事業資金は土地購入費を含め全て自己資金で賄われることも確

認いたしました。 

結論として、申請地は松田町東部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ

とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、２番及び３番はそのように決定いたしました。 

続いて４番から１４番を上程いたします。 

本件について意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、４番から１４番はそのように決定いたしました。 

続いて議案第４号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

それでは議案書の１６ページをお開き下さい。 

議案第４号、農用地利用集積計画の決定についてご説明いたします。 

平成３０年１１月３０日公告分でございます。 

議案書の１７ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定が、６８件で面積１８５，４９６㎡です。 

続きまして所有権移転は１件で３，３１２㎡です。 

はじめに貸借権設定についてですが、詳細が１８ページから３３ページに

記載されておりますのでご覧をいただきたいと思います。 

なお、先ほど農地所有適格法人として承認をいただきました２２ページの

２０番、２４ページの２６番及び２７番の備考欄の一般法人を農地所有適格

法人に訂正をいただきたいと思います。 

それでは３４ページをお開きください。 

続きまして所有権移転ですが、１番、売買を行う土地は、羽刈町地内の田、

面積は１，１９０㎡ほか１筆、計３，３１２㎡です。売買価格は総額で１９２

万２千２００円でございます。 



14 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

審議の後、承認をいただきましたら、いずれも１１月３０日付で公告の手続

きを行います。  

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に貸借権設定の１番から１０番及び１７番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、２番 三田照子

委員、７番 河内委員、９番 長谷川委員、１４番 赤坂委員の退席を求めま

す。 

【午前１０時３０分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号 貸借権設定の１番から１０番及び１７番は

そのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、退席した４名の委員の出席を

求めます。 

【午前１０時３１分 出席】 

続いて、１１番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、９番 長谷川委

員の退席を求めます。 

【午前１０時３２分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、１１番はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、長谷川委員の出席を求めま

す。 

【午前１０時３３分 出席】 

続いて、貸借権設定の１２番から１６番及び１８番から６８番を上程しま

す。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、貸借権設定の１２番から１６番及び１８番から６８番は

そのように決定いたしました。 

続いて、所有権移転を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、９番 長谷川委
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員の退席を求めます。 

【午前１０時３４分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、所有権移転はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、長谷川委員の出席を求めま

す。 

【午前１０時３５分 出席】 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

なお、議案末尾に事前協議申請の処理経過及び農地法第１８条第６項の規

定による通知について載せておきましたので、ご承知おきください。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第１８回足利市農業委員会を閉会いたします。 

【午前１０時３６分 閉会】 

 

 

 

 

 

この会議のてん末は、書記 本田未央子の記載したものであるが、その内容の相違ない
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